
資料６

第２回コミュニケ ション活動について第２回コミュニケーション活動について

アンケート及び意見聴取についてアンケート及び意見聴取について



１．目的
第１回意見聴取及び追加意見聴取の結果を踏まえて見直した課題・政策目標・対策案を示した上で、対策案に関する意見を聴取。

第２回アンケート及び意見聴取の実施概要

対象範囲 対 象 者

沿線住民 沿線市町村の住民 [人口約22万人、約8万5千世帯]

２．アンケート及び意見聴取の対象者

沿
線
地

沿線住民

（アンケート）

沿線市町村の住民 [人口約22万人、約8万5千世帯]

山梨県：北杜市、長野県：小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町

地元自治体

（意見聴取）

沿線の自治体 ［２県、９市町村］

山梨県、長野県、北杜市、小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町

物流業 ：トラック協会・共同組合、ＪＡ、商工会、工業会社、運輸会社 ［約100件］地
域

経済界等

（意見聴取）

物流業 ：トラック協会 共同組合、ＪＡ、商工会、工業会社、運輸会社 ［約100件］

観光業 ：観光協会、観光・バス会社、宿泊・観光施設

医療機関 ：消防、保健所、病院

サービス業等 ：ショッピングセンター、教育委員会、地域団体

公共交通機関 ：鉄道事業者、バス事業者

道路利用者等

（アンケート）
高速道路利用者、観光客 等 [約2万5千部]

３．アンケート及び意見聴取方法
・アンケート用紙の配布、回収

沿線住民 ： 配達指定配布ゆうメールにより配布し、返信用はがきによる郵送で回収、ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ場での意見回収

道路利用者等 ： 市役所・町村役場等に配置し、回収箱への投函又は返信用はがきによる郵送で回収

・WEBアンケート
・意見聴取・意見聴取

地元自治体・経済界等 ： 事前連絡後に郵送により文書を配布し、返信用封筒による郵送で回収

４．アンケート及び意見聴取の期間
・ホームページ掲載、アンケート配布後 約１ヵ月間

５．実施主体
・国土交通省
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